審議会情報シート

	審議会名
	京都市市民協働発電制度検討委員会

	担当課
	環境政策局地球温暖化対策室

	審議会設置の目的
	誰もが再生可能エネルギーの普及に関わることができる仕組み「市民協働発電制度」の創設に向けた制度設計を行うために設置する検討機関

	任期中の会議の回数
	３回程度

	委員数
	７名（男性４名，女性３名）

	女性の登用率の達成
	■達成（３５％以上）

□未達成（３５％未満）

	委員の公募
	■公募する　（１人）
□公募しない

（公募しない理由　　　　　　　　　　　　　　　　）

	市民公募委員の役割
	制度設計に市民参加は不可欠。市民参加のあり方及び市民参加を促すためにどうすればよいのか，を市民の立場から意見を出していただきたい。

	公募の条件
	具体的に

（市内に居住・通勤・通学，１８歳以上，他に２つ以上の

審議会に参加していない）

■外国籍市民も応募できることを募集チラシ等に記載する。

	募集方法の工夫
	■広報発表を行う

■市民参加カレンダーに掲載する

■審議会等総括情報ページに掲載する

□市民しんぶんに掲載する

■チラシを配布する

　配布先

　　■市役所　　■区役所・支所　　□市立図書館

　　■その他本市施設

（キャンパスプラザ京都，京都市市民活動総合センター）

　　□駅　　□大学等の学校　　

　　□本市以外の施設等

（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□その他の手法で周知する

　（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	市民公募委員の選考基準
	■選考の基準を設ける　　□選考基準を設けない

（基準の内容　関心度，積極性，コミュニケーション能力等）

	応募方法
	□書面の提出のみ　　　■書面の提出と面接

□その他

　（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	選考に当たっての第三者の関与
	■第三者の関与あり　　□市職員のみ

	市民公募委員への事前のレクチャー
	■実施する　　　　　　□実施しない

	市民公募委員の顔合わせ
	□実施する　　　　　　■実施しない

	審議会の公開
	■公開する　　　　　　□公開しない

□一部非公開とする

公開しない理由，一部非公開とする理由

　□個人のプライバシーに関する情報

　□法人等の事業活動に関する情報

□任意提供情報　　　□公共の安全，秩序の維持情報

　□審議，検討，協議情報　　□事務又は事業遂行情報

　□法令秘等情報

　□法令等により非公開とされている審議会

	審議会の開催情報の公表

※公開，非公開に関わらず公表してください。
	■公表している　　　　　□公表していない

■広報発表を行う

■市民参加カレンダーに掲載する

■審議会等総括情報ページに掲載する

□市民しんぶんに掲載する

□チラシを配布する

　配布先

　　□市役所　　□区役所・支所　　□市立図書館

　　□その他本市施設

（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　□駅　　□大学等の学校　　

　　□本市以外の施設等

（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□その他の手法で周知する

　（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	審議会に市民参加を進めるためのその他の工夫
	上記以外に工夫をされている場合は記入してください。
上半期に実施する市政総合アンケートの中で，市民協働発電制度に関する項目を設ける予定であり，その回答も制度設計の参考にしたい。


審議会情報シート

	審議会名
	京都市控除対象特定非営利活動法人審査委員会

	担当課
	文化市民局地域自治推進室

	審議会設置の目的
	特定非営利活動法人に対する寄附を促進するため制定した「京都市寄附金税額控除の対象となる特定非営利活動法人に対する寄附金の指定の手続等に関する条例」の規定に基づき，特定非営利活動法人に係る寄附金を定める手続を行う基準に適合するかどうかについて，市長の諮問に応じて調査審議することを目的とする。

	任期中の会議の回数
	年間３～４回，任期中６～８回

	委員数
	全委員数４名（男性３名，女性１名）

	女性の登用率の達成
	□達成（３５％以上）

■未達成（３５％未満）

	委員の公募
	□公募する　（　　　人）
■公募しない

（公募しない理由　　
市民税の税額控除の対象となるＮＰＯ法人に係る寄附金を条例で指定することから，審査に当たっては，ＮＰＯ，会計・税務など専門的な立場から審議いただくことはもとより，対象ＮＰＯ法人と利害関係を有する者を排除し，公平な立場で審議いただくことが必要である。

公募によると，利害関係者を確実に排除することは難しく（判別することが困難），公平性を担保するために公募は行わない。

	市民公募委員の役割
	

	公募の条件
	具体的に

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□外国籍市民も応募できることを募集チラシ等に記載する。

	募集方法の工夫
	□広報発表を行う

□市民参加カレンダーに掲載する

□審議会等総括情報ページに掲載する

□市民しんぶんに掲載する

□チラシを配布する

　配布先

　　□市役所　　□区役所・支所　　□市立図書館

　　□その他本市施設

（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　□駅　　□大学等の学校　　

　　□本市以外の施設等

（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□その他の手法で周知する

　（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	市民公募委員の選考基準
	□選考の基準を設ける　　□選考基準を設けない

（基準の内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	応募方法
	□書面の提出のみ　　　□書面の提出と面接

□その他

　（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	選考に当たっての第三者の関与
	□第三者の関与あり　　□市職員のみ

	市民公募委員への事前のレクチャー
	□実施する　　　　　　□実施しない

	市民公募委員の顔合わせ
	□実施する　　　　　　□実施しない

	審議会の公開
	□公開する　　　　　　■公開しない

□一部非公開とする

公開しない理由，一部非公開とする理由

　□個人のプライバシーに関する情報

　■法人等の事業活動に関する情報

□任意提供情報　　　□公共の安全，秩序の維持情報

　■審議，検討，協議情報　　□事務又は事業遂行情報

　□法令秘等情報

　□法令等により非公開とされている審議会

	審議会の開催情報の公表

※公開，非公開に関わらず公表してください。
	□公表している　　　　　□公表していない

□広報発表を行う

□市民参加カレンダーに掲載する

□審議会等総括情報ページに掲載する

□市民しんぶんに掲載する

□チラシを配布する

　配布先

　　□市役所　　□区役所・支所　　□市立図書館

　　□その他本市施設

（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　□駅　　□大学等の学校　　

　　□本市以外の施設等

（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□その他の手法で周知する

　（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	審議会に市民参加を進めるためのその他の工夫
	上記以外に工夫をされている場合は記入してください。


審議会情報シート

	審議会名
	崇仁北部第一地区土地区画整理審議会

	担当課
	都市計画局住宅室すまいまちづくり課

	審議会設置の目的
	土地区画整理法に基づき，換地計画，仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について審議するため 

	任期中の会議の回数
	年間２回程度，任期中１０回程度

	委員数
	全委員数　９　名（男性　名，女性　名）

	女性の登用率の達成
	□達成（３５％以上）

☑未達成（３５％未満）

	委員の公募
	□公募する　（　　　人）
☑公募しない

（公募しない理由　土地区画整理法５８条に基づく選挙　）

	市民公募委員の役割
	

	公募の条件
	具体的に

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□外国籍市民も応募できることを募集チラシ等に記載する。

	募集方法の工夫
	□広報発表を行う

□市民参加カレンダーに掲載する

□審議会等総括情報ページに掲載する

□市民しんぶんに掲載する

□チラシを配布する

　配布先

　　□市役所　　□区役所・支所　　□市立図書館

　　□その他本市施設

（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　□駅　　□大学等の学校　　

　　□本市以外の施設等

（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□その他の手法で周知する

　（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	市民公募委員の選考基準
	□選考の基準を設ける　　□選考基準を設けない

（基準の内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	応募方法
	□書面の提出のみ　　　□書面の提出と面接

□その他

　（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	選考に当たっての第三者の関与
	□第三者の関与あり　　□市職員のみ

	市民公募委員への事前のレクチャー
	□実施する　　　　　　□実施しない

	市民公募委員の顔合わせ
	□実施する　　　　　　□実施しない

	審議会の公開
	□公開する　　　　　　☑公開しない

□一部非公開とする

公開しない理由，一部非公開とする理由

　☑個人のプライバシーに関する情報

　□法人等の事業活動に関する情報

□任意提供情報　　　□公共の安全，秩序の維持情報

　□審議，検討，協議情報　　□事務又は事業遂行情報

　□法令秘等情報

　□法令等により非公開とされている審議会

	審議会の開催情報の公表

※公開，非公開に関わらず公表してください。
	□公表している　　　　　☑公表していない

□広報発表を行う

□市民参加カレンダーに掲載する

□審議会等総括情報ページに掲載する

□市民しんぶんに掲載する

□チラシを配布する

　配布先

　　□市役所　　□区役所・支所　　□市立図書館

　　□その他本市施設

（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　□駅　　□大学等の学校　　

　　□本市以外の施設等

（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□その他の手法で周知する

　（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	審議会に市民参加を進めるためのその他の工夫
	上記以外に工夫をされている場合は記入してください。
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